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伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 市 内 在 住 の 若 年 就 労 者 に 対 し ， 予 算 の 範 囲 内 に

お い て ， 奨 学 金 の 返 済 に 係 る 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り ， 若

年 就 労 者 の 市 内 定 着 及 び 転 入 促 進 を 図 る と と も に ， 市 内 中 小 企 業 等

へ の 就 業 を 促 進 し ， 本 市 産 業 を 担 う 人 材 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す

る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴   中 小 企 業 等  市 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 者 の う ち ， 次 に

掲 げ る い ず れ か の も の を い う 。 た だ し ， 国 ， 地 方 自 治 体 ， 相 互 会

社 （ 保 険 業 法 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ） に 規 定 す る 相 互 会 社 を

い う 。 ） ， 公 共 法 人 （ 法 人 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ４ 号 ） 第 ２

条 第 ５ 号 に 規 定 す る 公 共 法 人 を い う 。 ） ， 公 庫 等 （ 国 家 公 務 員 退

職 手 当 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 １ ８ ２ 号 ） 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定

す る 公 庫 等 を い い ， 公 共 法 人 を 除 く 。 ） 及 び 国 又 は 普 通 地 方 公 共

団 体 が 資 本 金 ， 基 本 金 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る も の の ２ 分 の １ 以 上

を 出 資 し て い る 法 人 等 を 除 く 。  

ア  中 小 企 業 基 本 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 中 小 企 業 者  

イ  社 会 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） 第 ２ ２ 条 に 規 定 す る    

社 会 福 祉 法 人 （ 社 会 福 祉 法 人 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 及 び 社 会 福

祉 法 人 伊 丹 市 社 会 福 祉 事 業 団 を 除 く 。 ）  

ウ  医 療 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ０ ５ 号 ） 第 ３ ９ 条 に 規 定 す る 医

療 法 人  

エ  特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２

項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人  
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オ  一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法

律 第 ４ ８ 号 ） に 基 づ く 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人  

カ  公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

１ ８ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 公 益 社 団 法 人 及

び 同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 公 益 財 団 法 人  

キ  私 立 学 校 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ７ ０ 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る

学 校 法 人  

ク  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の  

⑵   大 学 等  学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） に 基 づ く 大 学

， 短 期 大 学 ， 大 学 院 ， 高 等 専 門 学 校 ， 専 修 学 校 （ 専 門 課 程 に 限 る

。 ） そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 教 育 施 設 と し て 市 長 が 認 め る も の を い

う 。  

⑶   正 規 雇 用  中 小 企 業 等 と 雇 用 期 間 の 定 め の な い 労 働 契 約 を 締

結 し て い る こ と （ １ 週 間 の 所 定 労 働 時 間 が ３ ０ 時 間 未 満 の 者 を

除 く 。 ） を い う 。  

⑷  就 労 者  正 規 雇 用 で あ る 者 （ 市 内 の 事 務 所 又 は 事 業 所 で 就 労

す る 者 に 限 る 。 ） 及 び 本 市 に お い て 自 ら 事 業 を 営 む 者 を い う 。  

⑸  奨 学 金  個 人 が 借 り 受 け た 資 金 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

ア  独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 の 第 一 種 ・ 第 二 種 奨 学 金  

イ  社 会 福 祉 法 人 兵 庫 県 社 会 福 祉 協 議 会 の 教 育 支 援 資 金  

ウ  兵 庫 県 が 貸 与 す る 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 の 修 学 資 金  

エ  地 方 公 共 団 体 等 が 大 学 等 の 学 生 に 対 し て 学 資 と し て 貸 与 す る

資 金  

オ  そ の 他 公 的 団 体 や 地 方 公 共 団 体 が 個 人 に 貸 与 す る 奨 学 金 で あ

っ て 市 長 が 必 要 と 認 め る 奨 学 金  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ る 伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助

金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 以

下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。 ） は ， 大 学 等 の 修 学 の た め に 奨 学 金 を 利
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用 し た 者 の う ち ， 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴  第 ５ 条 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 う 日 （ 以 下 「 申 請 日 」 と い う 。 ）

の 属 す る 年 度 の ４ 月 １ 日 か ら 申 請 日 に お い て ,同 一 企 業 の 就 労 者

で あ る 者 。  

⑵  補 助 金 の 初 回 申 請 日 の 属 す る 年 度 の ４ 月 ２ 日 に お い て 満 ３ ０ 歳

以 下 の 者  

⑶   本 市 の 住 民 基 本 台 帳 に 登 録 さ れ て い る 者  

⑷  申 請 日 の 属 す る 年 度 に お い て , 伊 丹 市 保 育 士 等 奨 学 金 等 返 済

支 援 事 業 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な い 者  

⑸  奨 学 金 の 返 済 及 び 市 税 を 滞 納 し て い な い 者  

⑹  伊 丹 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 ４ 号 ） 第 ２ 条

第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 密

接 関 係 者 で な い 者  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は ， 申 請 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 の １ ０ 月 か ら 申

請 日 の 属 す る 年 度 の ９ 月 ま で に 返 済 し た 奨 学 金 （ 繰 り 上 げ て 返 済 し

た 奨 学 金 を 含 む 。 ） の う ち ， 奨 学 金 の 返 済 額 の 合 計 額 （ 以 下 「 合 計

額 」 と い う 。 ） に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は ， こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と し ， ６ 万 円 を 上

限 と す る 。  

２  本 市 以 外 の 者 か ら 奨 学 金 の 返 済 に 係 る 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い

る 場 合 は ， そ の 交 付 額 を 前 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 額 か ら 差 し 引 い

て 交 付 す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は ， 伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労

者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 １ 号 )に 次 に 掲 げ る 書 類

を 添 え て ， 当 該 年 度 の １ １ 月 １ 日 か ら ２ 月 末 日 ま で に 市 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

⑴  労 働 契 約 を 締 結 し て い る 者 に あ っ て は ， 就 職 年 月 日 ， １ 週 間 の
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所 定 労 働 時 間 ,正 規 雇 用 で あ る こ と を 証 す る 書 類 （ 申 請 日 の 属 す る

年 度 の １ ０ 月 １ 日 以 後 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。 ）  

⑵  自 ら 事 業 を 営 む 者 に あ っ て は ， 直 近 の 税 申 告 用 紙 の 控 え 及 び 補

助 対 象 期 間 の 月 別 の 売 上 高 が 確 認 で き る 帳 簿 そ の 他 の 書 類 の 写 し  

⑶   住 民 票 の 写 し （ 申 請 日 の 属 す る 年 度 の １ ０ 月 １ 日 以 後 に 発 行 さ

れ た も の に 限 る 。 ）  

⑷   奨 学 金 貸 与 機 関 が 発 行 す る 奨 学 金 の 貸 与 を 証 す る 書 類 （ 初 回 申

請 時 に 限 る 。 ）  

⑸   申 請 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 の １ ０ 月 か ら 申 請 日 の 属 す る 年 度

の ９ 月 ま で の 間 に お け る 奨 学 金 の 各 月 返 済 額 を 証 す る 書 類  

⑹   市 税 の 滞 納 が な い 旨 の 証 明 書  

⑺   誓 約 書  

⑻   そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  補 助 金 の 交 付 申 請 を し よ う と す る 者 は ， 補 助 金 の 交 付 を 申 請 す る

年 度 ご と に 市 長 が 定 め る 期 間 内 に 交 付 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  

（ 申 請 期 間 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 を 受 け る こ と の で き る 期 間 は ， 奨 学 金 の

返 済 を 行 っ て い る 期 間 と し ， 申 請 期 日 は , 初 回 申 請 日 か ら 起 算 し て

2 年 を 経 過 す る 年 度 の 2 月 末 日 ま で と す る 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 に 規 定 す る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は ， 当 該

申 請 に 係 る 書 類 等 を 審 査 の 上 ， 交 付 の 可 否 を 決 定 し ， 伊 丹 市 中 小 企

業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助 金 交 付 可 否 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）

に よ り ， 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 を 行 っ た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 権 利 譲 渡 の 禁 止 ）  

第 ８ 条  前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交

付 決 定 者 」 と い う 。 ） は ， 補 助 金 の 交 付 を 受 け る 権 利 を 第 三 者 に 譲

渡 し ， 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ 請 求 等 ）  
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第 ９ 条  第 ７ 条 の 規 定 に よ り 伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援

補 助 金 交 付 可 否 決 定 通 知 書 を 受 領 し た 交 付 決 定 者 は ， 速 や か に 伊 丹

市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助 金 請 求 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は ， 速 や か に 交 付 決

定 者 が 指 定 す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座 に 振 り 込 む 方 法 に よ り 補 助 金 を

交 付 す る も の と す る 。  

（ 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認

め た と き は ， 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で

き る 。  

⑴   虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 又 は 交 付 を 受 け

た と 認 め ら れ る と き 。  

⑵   第 ３ 条 の 規 定 に 該 当 し て い な か っ た と き 。  

⑷   前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 市 長 が 補 助 金 を 交 付 す る こ と を 不

適 当 と 認 め た と き 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取

り 消 し た と き は ， 伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助 金 交

付 決 定 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 当 該 交 付 決 定 者 に 通 知 す る

も の と す る 。  

（ 取 消 し に よ る 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一

部 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て ， 当 該 取 消 し に 係 る 補 助 金 が 既 に 交 付

さ れ て い る と き は ， 期 限 を 定 め て ， 伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金

返 済 支 援 補 助 金 返 還 請 求 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り そ の 返 還 を 求 め な

け れ ば な ら な い 。  

２  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り

消 さ れ ， 伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助 金 交 付 決 定 取

消 通 知 書 及 び 伊 丹 市 中 小 企 業 等 勤 労 者 奨 学 金 返 済 支 援 補 助 金 返 還 請
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求 書 を 受 領 し た 者 は ， 市 長 の 定 め る 期 限 ま で に 当 該 補 助 金 を 市 に 返

還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 調 査 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は ， 補 助 金 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 を 期 す る た め ， 補

助 金 の 交 付 を 受 け た 者 に 対 し ， 必 要 が あ る と 認 め た と き は ， 当 該 担

当 職 員 を し て ， 関 係 帳 簿 書 類 そ の 他 の 物 件 を 調 査 さ せ る こ と が で き

る 。  

（ 細 則 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定

め る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は , 令 和 ４ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


